
人権いいづか ぬくもりNO.104
7月は「同和問題啓発強調月間」です

●みんなの人権 110 番☎0570-003-110 ●子どもの人権 110 番☎0120-007-110 ●女性の人権ホットライン☎0570-070-810
インターネットでも相談を受け付けています。ホームページ、または右のQRコードからもご覧いただけます。

部落差別問題をはじめとするさまざまな人権問題に関する相談を
お受けします。（相談無料・秘密厳守・出張可能）

◆「人権相談」窓口
本庁4階 人権・同和政策課
筑穂人権啓発センター
穂波人権啓発センター
庄内交流センター別館
頴田交流センター

8時半～17時15分
10時～正午
14時～16時
10時～正午
14時～16時毎月第２・４月曜日

毎月第１・３木曜日

平日

【人権相談員などによる「人権相談」】
【弁護士による「法律相談」】
◆申込み：人権・同和政策課（☎0948-43-4764）

人権相談事業　新型コロナウイルス感染症による偏見や差別は許されません。困り事があれば相談を！

　福岡県では、部落差別問題の早期解決をめざして、1981年（昭和56年）から毎年7月を「同和問題啓発強調
月間」と定め、差別をなくす取り組みを進めています。
　本市でも、市民の皆さんが部落差別問題に対する理解を進めるため、講演会など各種啓発事業を実施しています。

同和問題啓発強調月間とは

　1922年（大正11年）部落差別に苦しんだ人たちが差別をなくすために「全国水平社」を創立しました。翌年
の1923年（大正12年）5月には福岡で九州水平社が創立されました。その後多くの人たちと連携・継承しなが
ら、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす活動を続けています。創立100年を迎える今でも、結婚・就職差
別、インターネットによる差別書き込みなど、様々な差別事象が発生しています。
　今、私たち一人ひとりが求められていることは、全ての人の人権が尊重される豊かな社会をつくっていくこと
が必要なのではないでしょうか。

部落差別問題の解決に向けて

私たち一人ひとりに関わる問題として、人権の大切さについて考えてみませんか。

同和問題啓発強調月間講演会のお知らせ

部落差別問題の解決を中心に人権・人間の
解放を考え続けておられ、教育・啓発論を
中心に近代部落史を含む生涯学習、人権講
演会を行っておられます。
※講演会は入場無料・
　託児（要予約）・手話通訳あり
多数の市民の皆様のご参加をお待ちしています。

福岡県立大学名誉教授

講 師：森 山  沾 一 さ ん

～全国・全九州水平社創立 100 年を迎えて～
「部落差別問題は解決する」

◆7 月初旬は、市内各地で街頭啓発を行います。

演題・講師ところと　　　き

7月8日（土）

7月13日（木）

7月27日（木）

14時～ 15時30分

19時～ 20時30分

14時～ 15時30分

19時～ 20時30分

14時～ 15時30分

19時～ 20時30分
小中一貫校頴田校 小アリーナ

（入口は交流センター側）

庄内交流センター
大研修室

イイヅカコスモスコモン
中ホール

飯塚市総合体育館
多目的ホール

筑穂ふれあい交流センター
多目的ホール（筑穂支所5階）

穂波交流センター
大ホール

せんいちもりやま

きらり 飯塚

飯塚市男女共同参画推進条例、飯塚市男女共同参画プランを策定した頃

52歳で子育てが一段落した頃、社会に貢献するのもいいのではないかと夫が背中を押
してくれたことがきっかけで、国際ソロプチミスト飯塚に入会しました。
国際ソロプチミストは、世界122カ国に72,000人の会員をもつ、女性と女児を支援し

ている団体です。飯塚市役所の本庁舎にパープルリボンツリーなどを飾るリボンツリー
運動などをはじめとする、様々な取組を行っています。
その後、いいづか女性ネットワークにも加入し、男女共同参画に関する勉強会や寸劇

による出前講座などで精力的に活動していましたが、いいづか女性ネットワークの会長
をしていたときに、市長の諮問を受け団体の代表として飯塚市男女共同参画条例策定に関わることとなりました。
条例をつくるにあたって、男女共同参画社会基本法について一から勉強をしました。当時の九州大学名誉教授の

斎藤文男氏にご指導を賜るなど、男女共同参画基本法に忠実で、飯塚市にあった条例をと、公聴会開催や公募でも意
見を募り多くの市民の意見を反映できたと思います。条例には性差別などの人権侵害を救済する第三者機関の「オン
ブズパーソン」の設置を、他自治体に先駆けて盛り込むことができました。
男女共同参画、いわゆるジェンダー平等はすべてに関わる基本であり重要なことです。

市の審議会に参画して感じたこと

家と職場の往復だけでは、女性が市の政策に関わるチャンスはなかなかありません。
審議会委員というかたちであれば、普段市の事業などに関わる機会がない女性も、市政に関わることができます。
毎月発行される市報にも審議会委員の募集が出ています。こういうものが自分の考えを市政に反映させる1番最初

のチャンスです。
自分にはわからないからとか、素人だからできないなどと尻込みせずに、女性も思い切って審議会の委員に応募

してみてください。素人の意見は生活者の意見。あらゆる経験が全て自分の生きる力になると思って挑戦してみてほ
しいです。
私はこれまで、さまざまな審議会を経験させていただきましたが、自分にとって無駄なものは何一つありません。政

治倫理審査会、事業仕分けなどの色々な審議会等に関わったことで、路線バスの維持や企業誘致など、日頃、女性が関
わることが少ない市の事業を知ることができました。自分のまちの長所も短所も、自分の目で再確認できると思います。

女性へのメッセージ

審議会委員の公募のチャンスがあれば、応募してみてください。自分の自信につながり必ず心の力になりますし、
たとえ失敗してもそれは貴重な経験となります。
女性は平和、人権、男女共同参画の大切さを身をもって知っています。その知恵は多くの体験を重ねることで活き

てきます。仲間と連携していくことで女性の力は倍増しますので、社会に出て一緒にパワーアップしていきましょう。

●お問合せ　男女共同参画推進課（☎内線1425）

太田　瑞穂子 さん

私たち一人ひとり　何らかの使命をもって生まれてきたと思う
自分の中にある「無限の力」を信じ
自分の場所で　自分のできることを
精いっぱい果たしていく

【座右の銘】

【ご役職】

本市では、政策・方針決定の場への参画を進めるため、第2次飯塚市男女共同参画後期プランに基づき、審
議会等における『女性委員の割合40％～ 60%』を目指し女性委員の登用に取り組んでいます。
子育て中の女性も参画しやすいように、審議会開催時には託児の用意もしますので、審議会委員等の公募が
ありましたら、女性の皆様の応募をお待ちしています。

国際ソロプチミスト飯塚　会長
公益財団法人ソロプチミスト日本財団　理事
嘉飯日赤紺綬会　副会長
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